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日本共産党の見解を紹介します。ご意見、ご感想をお寄せ下さい。

● 真実がわかる 明日が見える―「しんぶん赤旗」をぜひお読みください。（日刊紙3400円/日曜版800円）

戦闘機操縦士のアメリカでの教育訓練、全国各地の自

衛隊駐屯地の浴場や医務室などの建て替えや、給水施設、

汚水管の改修―。防衛省による復興予算の流用は、まさ

に“悪乗り”です。こんなことが許されるのか―。

防衛省が復興財源を使って、「被災地復興」とは全然関

係のない使い方をしている問題は、日本共産党の佐々木憲

昭議員が、３月の衆院財務金融委員会で追及しました。

佐々木氏は、仮設住宅で暮らす被災者が「温かいお風

呂に入りたい」と、昨年の夏から要望が出されていたの

に、追いだき機能の付いた風呂を設置しなかった問題を

「非常に無神経だ」と指摘。その一方で、２０１１年度

第３次補正予算にＣ１３０輸送機６機分（約１５０億円）、

Ｃ２輸送機２機分（約２９０億円）の計約４４０億円分

をもぐりこませていることを示し、「復興のためのお金

を利用するなど、とんでもない。悪乗りだ」「仮設住宅

５万戸のお風呂の追いだき機能を取り付ける改修費用は

輸送機を１機やめればいい」と厳しく批判しました。

このとき、神風（じんぷう）英男防衛政務官（当時）

は、自衛隊の輸送機であるＹＳ１１、Ｃ１が、東日本大

震災に際して被災者の救助にあたる自衛隊の人員、物資

の輸送や全国からの支援物資の輸送などに全力であたっ

たことによる「飛行時間の急激な増加」で、「運用停止

期間が前倒しで到来した」などと強調。「減耗分」を回

復する経費だ、などと輸送機を復興予算で購入すること

を合理化しました。



日本共産党の井上哲士議員は１０月１８日の参院決算

委員会で、東日本大震災の復興予算を復興とかけ離れ

た事業に流用することは許されないと追及し、「被災

者の生活となりわいの再建を復興の土台にすえ直すこ

とが必要だ」と主張しました。

井上氏は、流用の大本には民自公３党の賛成で成立

した復興基本法があると追及。

「先導的な施策」を掲げ、大企業の要求に応える

「新成長戦略」をすすめるものであり、「被災地が置

き去りにされている」として反対した日本共産党の指

摘どおりの事態になっていると迫りました。

平野達男復興相は「法律上、施行は担保されている」

と正当化しながらも、「個々の事業の精査はしなけれ

ばいけない」と答えざるをえませんでした。

井上氏は、震災を契機とした空洞化防止対策として

民間企業に補助金を交付する「国内立地推進事業費補

助金」では、大企業など中小企業以外に２３５６億円

も使われる一方、中小企業には６４５億円と全体の２

１％にすぎないことを告発。

トヨタ、キヤノンやシャープ、京セラなど体力のあ

る大企業に補助金をばらまく一方、被災した中小企業

などの施設・設備を支援する「中小企業グループ補助

金」では申請したグループの６割程度が不採択になっ

ているとして、「肝心の被災地での中小企業支援の予

算が不足するのは本末転倒だ」と追及しました。

枝野幸男経産相は「大企業でも経営の困難が迫って

いた」と言い訳する一方、グループ補助金の次期募集

のための予算については「遅れることなく財政当局と

相談していき

たい」と答え

ました。

井上氏は復

興予算が、防

衛省の情報保

全隊の関連費

用に流用され

た問題も追及。

復興のあり方

を改め、住宅

再建支援の拡

充こそやるべき

だと求めました。

（写真）質問する井上哲士議員＝

18日、参院決算委


